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今回は､ 利用者負担がどのように変わるのかについてお知らせします｡ 利用者負担は､ 所得に着目した応
能負担から､ サービス量と所得に着目した負担の仕組みに見直されるとともに､ 障害種別で異なる食費や光
熱水費等の実費負担も見直され､ 身体・知的・精神の３障害共通した利用者負担の仕組みとなります｡ サー
ビスの費用はみんなで支え合うため､ サービスを利用したら､ 原則１割 (定率負担) を支払います｡ ただし､
所得に応じて上限が決められていて､ 負担が重くなりすぎないようになっています｡ 残りの９割は国・県・
市区町村が負担するしくみです｡
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同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合などでも､ 合算した額が上記の上限額を超えた
分は高額障害福祉サービス費が支給され､ 負担が重くならないよう配慮されています｡
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９月に実施いたしました障害福祉に関するアンケート調査では､ お忙しい中ご協力いただき､ たいへん
ありがとうございました｡ 皆様からお寄せいただいたご要望・ご意見等を大切にし､ ｢障害福祉計画｣ を
策定していきたいと思います｡
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施設やグループホーム等を利用している人のうち､ 預貯金が一定額以下の人には減免制度があります｡ た
だし､ この制度は３年間の経過措置で､ 期間終了までに内容が再検討されることになっています｡
また､ 施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です｡ ただし､ 所得の低い人
は負担が軽減されます｡
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所得に応じて四つの区分に分けられ､ それぞれに負担の上限額が決められています｡
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